
○　お寄せいただいた意見数

大　学
大学院

学　者 弁護士 検　事 官　庁 団　体 学　生 その他 記載無 合　計

29 153 80 1 3 15 13 33 78 405

○　意見の概要

　１　８科目に関する意見

　 (1)　委員会において相当とされた選択科目について賛成とするもの

知的財
産　法

労働法 租税法 倒産法 経済法
国際関
係　法
(公法系)

国際関
係　法
(私法系)

環境法
全体支
持意見

13 7 15 6 18 29 14 52 27

【８科目すべて賛成】

大　学
大学院

学　者 弁護士 検　事 官　庁 団　体 学　生 その他 記載無 合　計

12 4 0 0 0 1 2 0 8 27

大　学
大学院

学　者 弁護士 検　事 官　庁 団　体 学　生 その他 記載無 合　計

6 5 0 0 0 0 0 0 2 13

大　学
大学院

学　者 弁護士 検　事 官　庁 団　体 学　生 その他 記載無 合　計

5 0 1 0 0 0 0 0 1 7

大　学
大学院

学　者 弁護士 検　事 官　庁 団　体 学　生 その他 記載無 合　計

4 4 1 0 1 2 0 1 2 15

平成１８年から実施される司法試験について，論文式による筆
記試験の選択科目の選定に関する意見募集の実施結果について

　 (2)　委員会において相当とされた選択科目について賛成とする意見をお寄せいただいた方の科目
　　　別職業別内訳

【知的財産法】

【 労 働 法 】

【 租 税 法 】



大　学
大学院

学　者 弁護士 検　事 官　庁 団　体 学　生 その他 記載無 合　計

4 0 0 0 0 0 0 0 2 6

大　学
大学院

学　者 弁護士 検　事 官　庁 団　体 学　生 その他 記載無 合　計

5 3 7 0 1 1 0 0 1 18

大　学
大学院

学　者 弁護士 検　事 官　庁 団　体 学　生 その他 記載無 合　計

4 24 1 0 0 0 0 0 0 29

大　学
大学院

学　者 弁護士 検　事 官　庁 団　体 学　生 その他 記載無 合　計

3 8 0 0 0 1 0 0 2 14

大　学
大学院

学　者 弁護士 検　事 官　庁 団　体 学　生 その他 記載無 合　計

4 10 8 0 0 5 4 3 18 52

　 (3)　委員会において相当とされた選択科目について反対とするもの

知的財
産　法

労働法 租税法 倒産法 経済法
国際関
係　法
(公法系)

国際関
係　法
(私法系)

環境法
全体反
対意見

0 0 2 1 1 9 5 8 0

大　学
大学院

学　者 弁護士 検　事 官　庁 団　体 学　生 その他 記載無 合　計

5 2 0 0 0 0 0 0 2 9

大　学
大学院

学　者 弁護士 検　事 官　庁 団　体 学　生 その他 記載無 合　計

3 2 0 0 0 0 0 0 0 5

【 倒 産 法 】

【 経 済 法 】

【国際関係法(公法系)】

【国際関係法(私法系)】

【 環 境 法 】

【国際関係法(公法系)】

【国際関係法(私法系)】



大　学
大学院

学　者 弁護士 検　事 官　庁 団　体 学　生 その他 記載無 合　計

3 2 0 0 0 0 1 0 2 8

　２　８科目以外の個別科目に関する意見

　 (1)　８科目以外に選択科目とすべきとするもの

消費者法 法社会学
法　と
経済学

刑事政策 少年法
社　会
保障法

医事法 経済学 金融法 法曹倫理

120 52 50 28 8 5 5 4 3 3

行政法 基礎法 犯罪学 法哲学
医事生命
倫 理 法

会計学 政治学
法の経
済分析

子ども
保護法

女 性 に
関する法

2 2 2 2 2 2 2 1 1 1

ジェン
ダー法

犯罪被害
者 保 護

社会学 IT関係法 情報法 刑事学 刑事総合
刑　事
特別法

組織犯罪
関 連 法

民事執行
・保全法

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

医　療
生　　命
の保護に
関する法

人身損害
賠 償 法

経営学 金融学 保険法 法制史

1 1 1 1 1 1 1

大　学
大学院

学　者 弁護士 検　事 官　庁 団　体 学　生 その他 記載無 合　計

6 12 58 0 0 3 2 16 23 120

大　学
大学院

学　者 弁護士 検　事 官　庁 団　体 学　生 その他 記載無 合　計

3 46 1 0 0 0 0 2 0 52

　 (2)　８科目以外に選択科目とすべきとする意見をお寄せいただいた方の科目別職業別内訳

【 環 境 法 】

【 消 費 者 法 】

【 法 社 会 学 】



大　学
大学院

学　者 弁護士 検　事 官　庁 団　体 学　生 その他 記載無 合　計

1 23 1 0 0 4 2 10 9 50

大　学
大学院

学　者 弁護士 検　事 官　庁 団　体 学　生 その他 記載無 合　計

7 11 0 0 0 0 1 1 8 28

大　学
大学院

学　者 弁護士 検　事 官　庁 団　体 学　生 その他 記載無 合　計

4 2 0 0 0 0 0 0 2 8

大　学
大学院

学　者 弁護士 検　事 官　庁 団　体 学　生 その他 記載無 合　計

3 1 0 0 0 0 0 0 1 5

大　学
大学院

学　者 弁護士 検　事 官　庁 団　体 学　生 その他 記載無 合　計

2 1 1 0 0 0 0 0 1 5

○　連名で送付された意見については，その連名者数の意見として計上した。

【 医 事 法 】

【法と経済学】

【社会保障法】

【 少 年 法 】

【 刑 事 政 策 】


